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お知らせ

岡山河川事務所

河川維持工事と他工事の主任技術者の兼任について

河川維持工事の施工範囲内において、当該請負工事と密接な関連
のある他工事の主任技術者を兼ねて施工管理することは可能です。

27 1専任の主任技術者を必要とする建設工事については、建設業法施行令第 条

項で「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作

物に関する重要な工事で、工事一件の請負代金の額が２ ５００万円（当該建設工,

事が建築一式工事である場合にあっては、５ ０００万円）以上の場合」と規定さ,

れています。

また、同条 項で「 項に規定する建設工事のうち密接な関係のある二以上の建2 1

設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものにつ

いては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる」と

規定されています

河川維持工事は、年間を通して小さな補修作業等を短時間で実施するものである

ため、上記 項の対象工事となります。よって、原則として当該河川維持工事の施2

工範囲内において、当該請負工事と密接な関連のある２ ５００万円未満の他工事,

の主任技術者は兼ねることができますので、留意して下さい。

なお、兼任を認められない工事がありますので、発注者の判断を得て下さい。

（別紙－２参考）










